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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
開口部を有する筐体と、
前記開口部から露出し、第１方向に押下されるボタン部と、
前記筐体に対向する第１面側で前記筐体に対して固定されるベース部と、前記ベース部と
前記ボタン部とを接続するアーム部とを有する支持部品と、
前記支持部品における前記第１面の逆側の第２面に対向して設けられる基板と、
前記基板に前記第１方向に挿入され、前記ベース部を前記第１方向とは逆方向に前記筐体
に向けて押圧する部品と
を備え、
前記部品は、前記基板と他の部品とを電気的に接続するケーブルのコネクタであり、
前記コネクタは、前記支持部品に対向するプレート部を有し、
前記プレート部が前記押圧する面と前記ベース部の前記第２面とは、実質的に平面である
ことを特徴とする入力装置。
【請求項２】
前記ボタン部から前記第１方向に離間した位置に設けられ、前記ボタン部が前記第１方向
に押下された際に、前記ボタン部が当接するスイッチを更に備える
ことを特徴とする請求項１に記載の入力装置。
【請求項３】
前記ベース部は、両端において、前記ベース部を前記筐体に個定するための固定部を備え
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、
前記ベース部と前記アーム部との接続箇所から前記固定部までの距離は、前記アーム部の
長さよりも大きい
ことを特徴とする請求項１または２に記載の入力装置。
【請求項４】
前記基板は、前記ベース部を前記筐体に向けて押圧するように前記筐体に固定される
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の入力装置。
【請求項５】
前記筐体は、前記支持部品が固定される側と反対側にタッチパッドが設けられ、
前記ベース部は、両端に前記タッチパッドが設けられる領域より外側で前記筐体に固定さ
れる
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の入力装置。
【請求項６】
前記部品は、前記部品と前記ベース部の間に挟まれる押さえ部品を介して、前記ベース部
を前記第１方向とは逆方向に前記筐体に向けて押圧する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の入力装置。
【請求項７】
前記押さえ部品は、前記アーム部を押圧しない
ことを特徴とする請求項６に記載の入力装置。
【請求項８】
前記部品は、他の部品を介することなく、前記ベース部を前記第１方向とは逆方向に前記
筐体に向けて押圧する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の入力装置。
【請求項９】
前記部品は、前記アーム部を押圧しない
ことを特徴とする請求項８に記載の入力装置。
【請求項１０】
開口部を有する筐体と、
前記開口部から露出し、第１方向に押下されるボタン部と、
前記筐体に対向する第１面側で前記筐体に対して固定されるベース部と、前記ベース部と
前記ボタン部とを接続するアーム部とを有する支持部品と、
前記支持部品における前記第１面の逆側の第２面に対向して設けられる基板と、
前記基板に前記第１方向に挿入され、前記ベース部を前記第１方向とは逆方向に前記筐体
に向けて押圧する部品と
を有する入力装置と
表示画面を表示する表示装置と
を備え、
前記部品は、前記基板と他の部品とを電気的に接続するケーブルのコネクタであり、
前記コネクタは、前記支持部品に対向するプレート部を有し、
前記プレート部が前記押圧する面と前記ベース部の前記第２面とは、実質的に平面である
ことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、入力装置、及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ノートＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、タブレット端末、携帯情報端末
などの入力に用いられるキーボードなどの入力装置には、タッチパッド、クリックボタン
を有するものがある。タッチパッドとは、パッドをマウスの移動操作を代替するポインテ
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ィングデバイスである。クリックボタンは、マウスの左右のクリックボタンに対応するも
のである。タッチパッドとクリックボタンとが併せて設けられる。（特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２２６６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ユーザが押下するボタン部を有し、ボタン部を支持するアーム部が、筐体に固定される
固定部を有するベース部から延びる構造を有するクリックボタンが考えられる。クリック
ボタンは、ボタン部がユーザによって押下された際に、アーム部がアーチ状に湾曲して、
クリックボタンの押下方向に設けられたスイッチを押下することにより、左クリック、ま
たは、右クリックの入力を行う。
【０００５】
　ボタン部の押下により、安定してスイッチを押下するために、押下した際に、アーム部
が所定の長さで湾曲することが求められる。しかしながら、ベース部の固定部が筐体に固
定される位置によっては、ボタン部の押下の際に、アーム部のみならずベース部まで変形
してしまう。アーム部を所定の長さで湾曲させるためには、ベース部のアーム部が接続さ
れる位置を固定する必要がある。
【０００６】
　しかしながら、ベース部のアーム部が接続される位置に固定部を設けられない場合があ
る。この場合、ボタン部の押下の際に、アーム部のみならずベース部まで変形してしまう
。例えば、タッチパッドとクリックボタンが合わせて設けられる場合には、筐体に設けら
れるタッチパッドの領域を避けるように、ベース部の固定部を設ける必要があり、ベース
部のアーム部が接続される位置に固定部を設けることができない。ベース部が変形するこ
とにより、アーム部の湾曲の度合が変わってしまい、安定してスイッチを押下することが
できなくなってしまう。クリックボタンのボタン部とスイッチ間のクリアランスは厳しく
設計されるため、アーム部の湾曲の度合の変化によって、クリックが安定的に行えなくな
る。
【０００７】
　そこで、クリックボタンのベース部から突出するリブを設けて、リブを筐体に固定され
た基板に当接させて、ベース部の変形を防ぐことが考えられる。
【０００８】
　しかしながら、リブを用いて基板上に当接させる構造にすると、基板上の所定の面積を
利用することになり、基板の実装面積の活用に影響を与えてしまう。ノートＰＣなど薄型
化、軽量化、小型化が必要な端末において、大きな課題となる。特に、基板のキーボード
下の部分には、キーボードの打感を損ねないために受け部品が設けられるため、キーボー
ド下の基板上には、高さのある部品を設けることができず、クリックボタン、タッチパッ
ド下の基板の領域に回路を密集させなければならない。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点を鑑みたものであり、安定したクリックと基板面積の有効活用
を実現する入力装置および電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　開示の技術の一観点によれば、開口部を有する筐体と、前記開口部から露出し、第１方
向に押下されるボタン部と、前記筐体に対向する第１面側で前記筐体に対して固定される
ベース部と、前記ベース部と前記ボタン部とを接続するアーム部とを有する支持部品と、
前記支持部品における前記第１面の逆側の第２面に対向して設けられる基板と、前記基板
に前記第１方向に挿入され、前記ベース部を前記第１方向とは逆方向に前記筐体に向けて
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押圧する部品とを備え、前記部品は、前記基板と他の部品とを電気的に接続するケーブル
のコネクタであり、前記コネクタは、前記支持部品に対向するプレート部を有し、前記プ
レート部が前記押圧する面と前記ベース部の前記第２面とは、実質的に平面であることを
特徴とする入力装置が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　開示の技術の一観点によれば、安定したクリックと基板面積の有効活用を実現する入力
装置および電子機器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、第１の実施形態に係るノートＰＣ１００の外観を示す図である。
【図２】図２は、クリックボタン５の一例を示す図である。
【図３】図３は、アーム部７を通る入力部２の断面図である。
【図４】図４は、入力部２の組み立て図である。
【図５】図５は、クリックボタン５、押さえ部品１２、メイン基板１３、フレキシブルケ
ーブル１５を拡大した拡大図である。
【図６】図６は、上側筐体１１、クリックボタン５及び押さえ部品１２の組み立て図であ
る。
【図７】図７は、入力部２の外観斜視図である。
【図８】図８は、入力部２の断面を示す斜視図である。
【図９】図９は、入力部２の断面を示す側面図である。
【図１０】図１０は、入力部２の断面を示す側面図である。
【図１１】図１１は、入力部２の断面を示す側面図である。
【図１２】図１２は、フレキシブルケーブル１５を示す図である。
【図１３】図１３は、メイン基板１３、フレキシブルケーブル１５及びサブ基板１４の組
み立て図である。
【図１４】図１４は、上側筐体１１、メイン基板１３、サブ基板１４及び下側筐体１６の
組み立て図である。
【図１５】図１５は、メイン基板１３を示す概略図である。
【図１６】図１６は、下側筐体１６、メイン基板１３、サブ基板１４及び上側筐体１１の
組み立て図である。
【図１７】図１７は、表示装置２５と分離可能な入力装置２６の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　ノートＰＣ、タブレット端末、携帯情報端末などの入力装置、電子機器では、装置のサ
イズを小さくするため、実装回路やハードディスク、バッテリ、光学ディスク、ファン等
の集密化のために、基板の分散が行われている。基板の分散のために、基板をメイン基板
とサブ基板とに分ける。メイン基板と分散化されたサブ基板との接続にあたり、極力スペ
ースをとらず、高速信号を送るために、メイン基板およびサブ基板に対して上下方向に挿
抜するタイプのコネクタを用いている。
【００１４】
　本件では、メイン基板、サブ基板を電気的に接続するコネクタに着目した。コネクタは
、基板にもうけられたコネクタに対して、上下方向に挿抜されるものである。従来、コネ
クタに対して、上下方向への脱落防止のために基板以外、例えば、筐体側にリブなどの押
さえる構造を設けている。下側筐体にリブを設けてコネクタの抜けを押さえていた。基板
に設けられるコネクタをクリックボタンのベース部の押さえとして用いることにより、基
板の実装の効率化、クリック感を損なわない入力装置及び電子機器を実現する。
【００１５】
　クリックボタンのベース部の押さえの構造は、当該コネクタに限らず、基板に対して上
下方向に挿抜される部品であり、基板以外からの押さえ構造を必要とするものを用いる。
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例えば、基板に搭載されるボタン電池などの部品を用いることができる。
【００１６】
　以下に、入力装置及び電子機器の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この
実施例は、開示の技術を限定するものではない。
【００１７】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態において、入力装置及び電子機器の一例としてノートＰＣ１００を用い
て説明する。
【００１８】
　図１は、第１の実施形態に係るノートＰＣ１００の外観を示す図である。図１に、ノー
トＰＣ１００、表示部１、入力部２、キーボード３、タッチパッド４、クリックボタン５
を示す。図１に示すように、ノートＰＣ１００は、表示画面を表示する表示部１と、入力
部２を有する。入力部２は、文字などの入力を行うキーボード３と、タッチパッド４、ク
リックボタン５を有する。タッチパッド４は、マウスの移動操作を代替するポインティン
グデバイスである。クリックボタン５は、ユーザに押下されることにより、後述する筐体
内のスイッチを押下し、マウスの左または右のクリックボタンと同様の機能を実行させる
。
【００１９】
　図２は、クリックボタン５の一例を示す図である。図２に示すように、クリックボタン
５は、ボタン部６と、ボタン部６を支持する支持部であるアーム部７とベース部８とを有
する。ボタン部６は、ユーザのクリックにより押下され、押下される面の逆側に設けられ
た当接部が筐体内に設けられたスイッチを押下する。当接部は図５を用いて説明する。
【００２０】
　クリックボタン５は、手前方向を支点とする回転運動であるクリック動作によって押下
されるため、ユーザが感じるクリック感を考慮すると、ボタン部６の奥側を支点として回
転する押下が行われる必要がある。このため、ボタン部よりも奥側に筐体に対して固定さ
せる固定部１０が設けられる。また、クリックボタン５は、タッチパッド４と併せて設け
られるため、クリックボタン５の固定部１０は、筐体に設けられるタッチパッド４の領域
よりも外側で筐体に固定される。タッチパッド４の領域には、筐体の内側からネジによっ
て固定する構造を用いることができないためである。アーム部７は、ベース部８の側面か
ら延在し、ボタン部６を支持する。
【００２１】
　図２に示すクリックボタン５では、ベース部８の側面から延在する４つのアーム部７で
、ボタン部６を支持している。本件において、コネクタによって筐体に対して押圧される
アーム部７は、図中の一番右手にあるアーム部７である。
【００２２】
　ベース部８の上面は、筐体に対して固定された際に、筐体に対向する面である。アーム
部７が、ボタン部６が押下された際に湾曲することにより、ボタン部６の当接部がスイッ
チ１８に当接する。アーム部７の長さは、ボタン部６の当接部がスイッチ１８に当接する
までの距離に基づいて決定される。
【００２３】
　クリックボタン５の一例として、ボタン部６、ベース部８、アーム部７が一体成型され
たものを示したが、ボタン部６、ベース部８、アーム部７が一体成型されるものとは限ら
ない。材質は、ＰＣ／ＡＢＳなどのプラスチックなどを用いる。ユーザの押下する力、ク
リック感、ノートＰＣ１００の重量、コスト等によって決定される。
【００２４】
　ここで、図３を用いて、ボタン部６の押下の際に、アーム部７のみならずベース部８ま
で変形してしまう課題を説明する。
【００２５】
　図３は、アーム部７を通る入力部２の断面図であり、ボタン部６が押下された際のクリ
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ックボタン５の変形を示す。図３に、上側筐体１１、タッチパッド４、下側筐体１６、ク
リックボタン５のボタン部６、アーム部７、ベース部８、押さえ部品１２、メイン基板１
３を示す。押さえ部品１２、メイン基板１３の詳細は後述する。
【００２６】
　図３に示すように、クリックボタン５は、ベース部８の図面の手前側にある前述した固
定部１０によって上側筐体１１に固定される。しかしながら、タッチパッド４との位置関
係などにより、ベース部８のアーム部７が接続される部分を固定する構造を設けられない
場合がある。この場合、ボタン部６は押下された際に、湾曲させるアーム部７のみならず
、ベース部８まで変形してしまう。ベース部８が変形することにより、アーム部７の湾曲
の度合が変わってしまい、安定してスイッチ１８を押下することができなくなってしまう
。クリックボタン５のボタン部６とスイッチ１８間のクリアランスは厳しく設計されるた
め、アーム部７の湾曲の度合の変化によって、クリックが安定的に行えなくなるという課
題が発生する。
【００２７】
　そこで、基板に設けられるコネクタをクリックボタン５のベース部８の押さえとして用
いる構造を以下に説明する。
【００２８】
　ここで、本件の入力部２の構成を図４～図６を用いて説明する。
【００２９】
　図４は、入力部２の組み立て図である。図４に、上側筐体１１、キーボード３、タッチ
パッド４、クリックボタン５、押さえ部品１２、メイン基板１３、サブ基板１４、フレキ
シブルケーブル１５、下側筐体１６を示す。入力部２は、上側筐体１１と、クリックボタ
ン５と、クリックボタン５を挟んで筐体に固定される押さえ部品１２、各種電子部品が搭
載されるメイン基板１３と、各種電子部品が搭載されるサブ基板１４と、メイン基板１３
とサブ基板１４とを電気的に接続するフレキシブルケーブル１５と下側筐体１６を有する
。
【００３０】
　上側筐体１１には、キーボード３と、タッチパッド４が設けられている。押さえ部品１
２は、クリックボタン５を挟んで上側筐体１１に対して固定される固定部１７と、ユーザ
の押下によりクリックボタン５の当接部が当接されて押下されるスイッチ１８を有する。
スイッチ１８は、押下されることにより、マウスの左または右のクリックボタンと同様の
機能を実行させる。
【００３１】
　フレキシブルケーブル１５は、２つのコネクタを有し、それぞれのコネクタを保護、挿
抜するためのコネクタプレート２０を有する。フレキシブルケーブル１５は、メイン基板
１３と分散化されたサブ基板１４の接続にあたり、極力スペースを取らず、高速信号を送
ることができる。フレキシブルケーブル１５のコネクタは、メイン基板１３のコネクタ、
サブ基板１４のコネクタに対し、上下方向に挿抜するタイプのものである。下側筐体１６
は、上側筐体１１に組み付けられ、クリックボタン５、押さえ部品１２、メイン基板１３
、サブ基板１４、フレキシブルケーブル１５を格納する。
【００３２】
　図５に、図４に示したクリックボタン５、押さえ部品１２、メイン基板１３、フレキシ
ブルケーブル１５を拡大した図を示し、それぞれの位置関係を説明する。図５は、クリッ
クボタン５、押さえ部品１２、メイン基板１３、フレキシブルケーブル１５を拡大した拡
大図である。図５に、クリックボタン５、押さえ部品１２、メイン基板１３、フレキシブ
ルケーブル１５を示す。
【００３３】
　クリックボタン５の固定部１０は、押さえ部品１２の固定部１７に組み合わされ、上側
筐体１１にネジ止めされる。押さえ部品１２のスイッチ１８は、ボタン部６の当接部に対
応する位置に設けられる。コネクタプレート２０は、組み立てられた状態で、ベース部８
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のアーム部７が接続された部分の直下にくる位置にくるようにメイン基板１３に実装され
る。
【００３４】
　次に、ノートＰＣ１００の背面側からの観点から、押さえ部品１２とクリックボタン５
が上側筐体１１にネジ２４で組み立てられる関係を説明する。図６は、上側筐体１１、ク
リックボタン５及び押さえ部品１２の組み立て図である。図６は、下側筐体１６側、つま
り背面側から見た図である。図６に、押さえ部品１２、クリックボタン５、上側筐体１１
を示す。クリックボタン５は、ボタン部６の背面側に当接部９を有する。クリックボタン
５の固定部１０は、押さえ部品１２の固定部１７に組み合わされ、上側筐体１１の固定部
２３にネジ２４でネジ止めされる。
【００３５】
　次に、図７～図１１を用いて、コネクタ１９によってクリックボタン５の支持部を押圧
することにより、安定したクリックと基板有効活用を実現する構成について説明する。
【００３６】
　図７は、入力部２の外観斜視図である。図７に、上側筐体１１、キーボード３、タッチ
パッド４、クリックボタン５を示す。図７に示したＡ－Ａ’における断面図を図８に示す
。
【００３７】
　図８は、入力部２の断面を示す斜視図である。図８は、後述する筐体内部の構成を前述
したＡ－Ａ’断面を切断した全体図を示すための図である。図８に、上側筐体１１、下側
筐体１６、キーボード３、タッチパッド４、クリックボタン５を示す。図８に示すように
、クリックボタン５が、タッチパッド４の手前側に設けられている。図８に示す断面を用
いて、上側筐体１１、クリックボタン５、押さえ部品１２、メイン基板１３、コネクタプ
レート２０、下側筐体１６の位置関係について図９を用いて説明する。
【００３８】
　図９は、入力部２の断面を示す側面図である。図９に、上側筐体１１、タッチパッド４
、クリックボタン５のボタン部６、アーム部７、ベース部８、押さえ部品１２、メイン基
板１３、コネクタ１９、コネクタプレート２０、下側筐体１６を示す。
【００３９】
　図９に示すように、入力部２は、クリックボタン５のボタン部６が、上側筐体１１の開
口部から露出するように上側筐体１１に設けられる。クリックボタン５のボタン部６は、
ユーザのクリックにより押下され、上側筐体１１側から下側筐体１６側に向けて押下され
る。この時、押下されたボタン部６により、スイッチ１８が押下される。スイッチ１８は
、押さえ部品１２に搭載され、本断面図の奥側にあり、本断面図には表れない。
【００４０】
　クリックボタン５は、ボタン部６を支持し、ユーザのクリックにより湾曲するアーム部
７と、上側筐体１１に固定される固定部１０を有するベース部８を有する。支持部である
アーム部７とベース部８の上面が上側筐体１１に対向するように、固定部１０を用いて上
側筐体１１に対して固定される。アーム部７が、ボタン部６が押下された際に湾曲するこ
とにより、ボタン部６の当接部９がスイッチ１８に当接する。アーム部７の長さは、ボタ
ン部６の当接部９がスイッチ１８に当接するまでの距離に基づいて決定される。ベース部
８の固定部１０は、アーム部７の長さよりも大きい距離の位置に設けられる。
【００４１】
　スイッチ１８が設けられ、上側筐体１１に固定される押さえ部品１２の一端が、図中の
点線で示したアーム部７とベース部８との境界まで延びて、ベース部８を押さえている。
メイン基板１３のコネクタに挿入されたフレキシブルケーブル１５のコネクタ１９の上面
のあるコネクタプレート２０が、当該一端を含めて押さえ部品１２を、押圧するように、
メイン基板１３が上側筐体１１に固定されることにより、ベース部８が抑えられ、ユーザ
のクリックの際に、アーム部７のみが湾曲する。これによって、所望のクリック感を奏す
ることができる。
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【００４２】
　ここで、図１０と図１１を用いて、押さえ部品１２のある場合と押さえ部品１２のない
場合とを説明する。
【００４３】
　図１０は、図９と同様に、入力部２の断面を示す側面図であり、押さえ部品１２のある
場合を示す。図１０に、上側筐体１１、タッチパッド４、クリックボタン５のボタン部６
、アーム部７、ベース部８、押さえ部品１２、メイン基板１３、コネクタ１９、コネクタ
プレート２０、下側筐体１６を示す。図１０に示すように、入力部２は、上側筐体１１、
クリックボタン５、押さえ部品１２、フレキシブルケーブル１５のコネクタ１９が挿入さ
れるコネクタが設けられたメイン基板１３、下側筐体１６を有する。このように、押さえ
部品１２が設けられている場合、コネクタプレート２０は、押さえ部品１２を介して、ク
リックボタン５の支持部を押圧する。このとき、上側筐体１１上面から基板上面までの厚
さは５．５０ｍｍとしている。
【００４４】
　次に、図１１を用いて押さえ部品１２がない場合の入力部２を説明する。図１１は、入
力部２の断面を示す側面図である。図１１に、上側筐体１１、タッチパッド４、クリック
ボタン５のボタン部６、アーム部７、ベース部８、メイン基板１３、コネクタ１９、コネ
クタプレート２０、下側筐体１６を示す。図１１に示すように、入力部２は、上側筐体１
１、クリックボタン５、フレキシブルケーブル１５のコネクタ１９が挿入されるコネクタ
が設けられたメイン基板１３、下側筐体１６を有する。このように、押さえ部品１２が設
けられていない場合、コネクタプレート２０は、クリックボタン５の支持部を直接押圧す
る。コネクタプレート２０の一端は、アーム部７のみが湾曲するように、図中の点線で示
したアーム部７とベース部８との境界までを押圧する。このとき、上側筐体１１上面から
基板上面までの厚さは５．００ｍｍであり、押さえ部品１２がある場合に比べて、入力部
２を薄型化している。
【００４５】
　図１２は、フレキシブルケーブル１５を示す図である。クリックボタン５のベース部８
を押圧する構造は、当該フレキシブルケーブル１５のコネクタ１９に限らず、基板に対し
て上下方向に挿抜される部品であり、基板以外からの押さえ構造を必要とするものを用い
る。例えば、基板に搭載されるボタン電池などの部品を用いることができる。本実施例で
は一例として、フレキシブルケーブル１５を用いている。図１２に示すように、フレキシ
ブルケーブル１５は、コネクタ１９を有し、コネクタ１９背面にコネクタプレート２０を
有する。コネクタプレート２０の背面にはコネクタ１９が設けられている。コネクタプレ
ート２０がクリックボタン５のベース部８に対応する位置に設けられることにより、メイ
ン基板１３が上側筐体１１に組み付けられた際に、ベース部８を押圧することができる。
【００４６】
　図１３は、メイン基板１３、フレキシブルケーブル１５及びサブ基板１４の組み立て図
である。図１３に、メイン基板１３、フレキシブルケーブル１５、サブ基板１４を示す。
メイン基板１３に設けられたコネクタ２１に、フレキシブルケーブル１５のコネクタプレ
ート２０に設けられたコネクタ１９が挿入される。サブ基板１４に設けられたコネクタに
、フレキシブルケーブル１５のコネクタ１９が挿入される。
【００４７】
　図１４は、上側筐体１１、メイン基板１３、サブ基板１４及び下側筐体１６の組み立て
図である。図１４に示すように、上側筐体１１と下側筐体１６とで、メイン基板１３と、
メイン基板１３とフレキシブルケーブル１５で接続されたサブ基板１４を格納する。メイ
ン基板１３とサブ基板１４は、ネジを用いて上側筐体１１に固定される。上側筐体１１と
下側筐体１６は組み合わされて、ネジで固定される。
【００４８】
　図１５は、メイン基板１３を示す概略図である。図１５に示すように、メイン基板１３
は、フレキシブルケーブル１５のコネクタ１９が上下方向に挿抜されるコネクタ２１を有
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【００４９】
　図１６は、下側筐体１６、メイン基板１３、サブ基板１４及び上側筐体１１の組み立て
図である。図１６は、下側筐体１６側、つまり背面側から見た図である。図１５に示すよ
うに、下側筐体１６と上側筐体１１とで、メイン基板１３と、メイン基板１３とフレキシ
ブルケーブル１５で接続されたサブ基板１４を格納する。メイン基板１３とサブ基板１４
は、ネジを用いて上側筐体１１に固定される。
【００５０】
　第１の実施形態の入力装置によれば、安定したクリックと基板面積の有効活用を実現す
ることができる。
【００５１】
　第２の実施形態として、表示装置２５と分離可能な入力装置２６を図１７に示す。図１
７に示すように、表示画面を表示する表示装置２５は、入力装置２６と分離可能である。
入力装置２６は、キーボード２７、タッチパッド２８、クリックボタン２９を有する。
【００５２】
　本件では、入力装置、電子機器として例えば、ノートＰＣ、タブレット端末、携帯情報
端末、表示装置と分離可能な入力装置等に適用するとしているが、これに限定されるもの
ではない。
【符号の説明】
【００５３】
１：表示部
２：入力部
３：キーボード
４：タッチパッド
５：クリックボタン
６：ボタン部
７：アーム部
８：ベース部
９：当接部
１０：固定部
１１：上側筐体
１２：押さえ部品
１３：メイン基板
１４：サブ基板
１５：フレキシブルケーブル
１６：下側筐体
１７：固定部
１８：スイッチ
１９：コネクタ
２０：コネクタプレート
２１：コネクタ
２３：固定部
２４：ネジ
２５：表示装置
２６：入力装置
２７：キーボード
２８：タッチパッド
２９：クリックボタン
１００：ノートＰＣ
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